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――開発利益還元の理論と施策の現状と課題――
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  公共財の整備などによって地代がどのように変化するかについては，多くの理論的・実

証的研究が積み重ねられてきている。また，地代に帰着した開発の便益を政策的に吸収・

還元する具体的な施策が既にいくつかの国で採用されている。我が国においては土地区画

整理事業における減歩がその代表的なものであるが，一般的な道路や河川などの整備に伴

う周辺の地価上昇に関しては明確な還元制度がないため不公平感が根強く，その受益と負

担の適正化を図るため開発利益還元の必要性が指摘されてきた。また，政府の財源が不足

している場合は公共投資の財源確保，投機的な要因で地価が上昇している局面では地価の

抑制といった副次的目的が，開発利益還元の根拠に加えられてきた。さらに，今まで自然

独占等の要因で公共部門が所管していた交通，情報通信，都市開発・再開発等の分野にお

いて，技術革新や消費者の選好の変化に対応してより市場の活力を活かす産業組織へと制

度的な改革が進んでいくことを前提とするならば，事業主体に対する開発利益の還元・内

部化は今後益々必要になると思われる。

  本稿では開発利益還元に関する理論的分析の現時点における水準，具体的施策の役割り

と問題点について，それぞれの再検討を行う作業を試みながら，この問題に関するパース

ペクティブを経済学の立場から提供することを目的とする。まず，開発利益の還元に関す

る経済学的な理論的根拠としてキャピタリゼーション仮説を検討する。これは，家計の効

用水準を上昇させる目的で公共投資が実施されたとしても最終的には地代に帰着してしま

うという仮説である。特に，1つの地域に着目して事前と事後を比較する場合を時系列的

キャピタリゼーション仮説と呼び，公共サービス水準の違う地域間での地代を比較する場

合をクロスセクション的キャピタリゼーション仮説と呼ぶ。ここでは両者の理論的フレー

ムワークを概説した後，それぞれの適用範囲を検討し，特殊な場合を除いて厳密に両仮説

が成立する可能性は極めて少ないことを確認する。次に，都市・地域経済学においてヘン

リー・ジョージ定理として知られる理論を概説し，同定理と開発利益還元論との関係を再

検討する。同定理はキャピタリゼーション仮説と混同される事も多く，開発利益還元論の

最大の理論的根拠であるかのまうに引用されることもあるので，ここでは改めて両者の違

いと，同定理が極めて限定された範囲でのみ開発利益還元論をサポートするものであるこ

とを確認する。これらの理論的アプローチは今後ともさらに検討を重ねていく必要がある
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が，おそらく仮説の成立する範囲がこれ以上拡大する可能性はあまりないと思われる。し

たがって，研究上の課題はヘドニック的手法を始めとする地価関数など具体的に地代の増

分・変化を予測する手法を，社会資本整備がもたらした地代の変化等のデータを数多く蓄

積していくことにより，実用に耐えられるものにしていくことにある。

  さらに，開発利益還元の具体的施策を大きく内部化，直接的徴収，間接的徴収に類型化

することにより概観する。どの類型にも既に実施されているいくつかの手法がある。しか

し，各類型にはそれぞれ実施上の隘路があり，単独の手法で開発利益還元を完全に遂行す

ることはほとんど困難と思われる。したがって，現実には社会資本整備の事業形態・規模

などに応じて，各類型に属する手法を適宜組み合わせて実施する以外ないと思われる。特

に，直接的徴収については居住者等の自発的拠出意志が期待できる場合以外は，科学的な

説得力を有することが困難なことから，諸外国で部分的に採用された手法をそのまま導入

しても成功する可能性はあまり期待できない。むしろ，わが国においては，これまで実効

税率の問題などからあまり活用されていない固定資産税等の間接的徴収による開発利益還

元が現実的な課題であると考えられる。その場合，早急に検討しなければならない問題は

整備資金の先取りを可能とする財政的制度の創出である。

  基本的には，自治体などの公共サービスの提供主体が都市・地域の運営に当たってより

経営的努力を払うインセンティブを制度的に担保していくことが望まれており，開発利益

の還元問題もその一環として位置づけることができる。したがって，地方交付税の配分方

式や民間の公共サービスの提供主体に対する補助方式などが，今後関連して再検討すべき

課題である。

Ⅰ．はじめに

  地価あるいは地代がその土地の存在する地域

の様々な属性を反映することは，Smith(1776)

をはじめ，von Thünen(1826)，Mi11(1848)な

どによって指摘されて以来，経済学の主要な研

究課題の一つとされてきた。特に今世紀後半に

入ってからは，公共財の整備や環境汚染などの

外部性によって地代がどのように変化するかに

ついて多くの理論的・実証的研究が積み重ねら

れてきている。また，このような経済学的な分

析の進展とは必ずしも対応しないものの，地代

に帰着した開発の便益を政策的に吸収・還元す

る具体的な施策が既にいくつかの国で採用され

ている。

  我が国においては，「都市計画の母」と呼ば

れる土地区画整理事業における減歩がその代表

的なものであるが，一般的な道路や河川などの

整備に伴う周辺の地価上昇に関してはそのよう

な明確な還元制度がないため不公平感が従来か

ら根強く，その受益と負担の適正化を図るた

め，換言すれば所得分配上の公平性を保つため

に開発利益還元の必要性が指摘されてきた。こ

のため，1989年に成立した土地基本法において

はその第2条において「(土地の)価値が主と

して人口及び産業の動向，土地利用の動向，社

会資本の整備状況その他の社会経済的条件によ

り変動するものである。」という認識を示した

上で，第5条において「土地の価値がその所在

する地域における第2条に規定する社会的経済
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的条件の変化により増加する場合には，その土

地に関する権利を有する者に対し，その価値の

増加に伴う利益に応じて適切な負担が求められ

るものとする。」と謳うに到った1)。このよう

に，所得分配上の公平性の確保が開発利益還元

の基本的な目的ではあるものの，政府の財源が

不足している場合または鉄道などの公益的事業

の採算性が社会的要請となる場合は公共投資の

財源確保を，また投機的な要因で地価が上昇し

ている局面では地価の抑制といった目的が，そ

の時々の時代的要請として「開発利益の還元」

の根拠に加えられてきた2)。その他にも，費用

便益分析的な意味で公共事業の投資基準の適正

化を図る上でも，地価に帰着する形でスピル

オーバーした便益を「開発利益の還元」によっ

て内部化する必要性が指摘されている。従っ

て，「バブル」が崩壊し多くの土地が地価の下

落によって不良債権としてだぶついている現状

では「開発利益の還元」の広範な制度上の具体

化を求める世論も一時の熱気を失ったかに見え

る。確かに，相対的な地価の下落によって開発

利益の地代への帰着がもたらす所得再分配の影

響は小さくなると思われるが問題の基本的な構

図には変化はなく，むしろ今まで自然独占等の

要因で公共部門が所管していた交通，情報通

信，都市開発・再開発等の分野において，技術

革新や消費者の選好の変化に対応してより市場

の活力を活かす産業組織へと制度的な改革が進

んでいくことを前提とするならば，事業主体に

対する開発利益の還元・内部化の重要性はむし

ろ増しつつあると考えられる。

  そこで，本稿では「開発利益の還元」に関す

る理論的分析の現時点における水準，および現

在実施されている事例も含めた具体的施策の役

割りと問題点について，それぞれの再検討を行

う作業を試みながら，この問題に関するある程

度包括的なパースペクティブを経済学の立場か

ら提供することを目的とする。まず次節では，

開発利益の還元に関する経済学的な理論的根拠

をレビューする。その第1はいわゆる「キャピ

タリゼーション仮説」と呼ばれるものであり，

例えば家計の効用水準を上昇させる目的で追加

的な公共投資が実施されても最終的には地代に

帰着してしまうという「仮説」である。特に，

1つの地域に着目して事前と事後を比較する場

合を「時系列的キャピタリゼーション仮説」と

呼び，公共サービス水準の違う地域間での地代

を比較する場合を「クロスセクション的キャピ

タリゼーション仮説」と呼ぶ。純粋理論として

は前者の方がキャピタリゼーション仮説の本来

の趣旨に沿っているが，後者はヘドニック的な

地価関数などによる予測の理論的裏付けとなる

ものであり応用面での期待が大きい3)。本稿で

は両者の理論的フレームワークを概説した後，

それぞれの適用範囲を検討する。第2に，都市

・地域経済学において「ヘンリー・ジョージ定

理」として知られる理論を概説し，同定理と開

発利益還元論との関係を再検討する。同定理は

しばしば上述の「キャピタリゼーション仮説」

と混同される事も多く，開発利益還元論の最大

の理論的根拠であるかのように引用されること

もあるので，ここでは改めて両者の違いと，同

定理が極めて限定された範囲でのみ開発利益還

元論をサポートするものであることを確認する。

  第Ⅲ節では，国内および海外において既に採

用されている開発利益還元の具体的施策を類型

1)  同第14条ではそれに対応する施策として「国及び地方公共団体は，社会資本の整備に関連して土地に関

  する権利を有する者が著しく利益を受けることとなる場合において，地域の特性等を勘案して適切である

  と認めるときは，その利益に応じてその社会資本の整備についての適切な負担を課するための必要な措置

  を講ずるものとする。」とされている。
2 )   例えば，田中 (1990)は「負担の公平」，「地価の安定」，「公共事業の財源確保」を挙げている。また，石

  井(1993)は住民の事業への参加意識の高揚も効果の一つとしている。
3 )   例えば，土木学会論文集の特集「ヘドニック・アプローチによる社会資本整備の評価」 ( 1992)を参照の

  こと。
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化することにより概観し，我が国において今後

採用すべき手法およびその問題点，解決して行

かねばならない制度的課題をまとめる。

  最後に，第Ⅳ節では理論と実際の両側面から

開発利益還元に関する今後の検討課題とその見

通しをまとめる。

Ⅱ．開発利益還元に関する理論的根拠

Ⅱ－1  キャピタリゼーション仮説

  社会資本の整備は，本来家計や産業の活動を

助け厚生を改善する目的で行われるものである

が，結果としてその便益の一部が地代に帰着す

る，あるいは地代として資本化(c ap i t a l i z e)す

ることは現実にしばしば観察される事実である。

例えば，鉄道の新駅や高速道路のインターチェ

ンジが建設されると周辺の地価が上昇する。あ

るいは逆に河川が未整備のために洪水の可能性

の高い地区は，他の条件の類似している地区に

較べて地価が低い。このような現象を説明する

場合，特に「社会資本整備の便益は最終的にす

べて地代・地価に帰着する」というのが一般に

「キャピタリゼーション仮説」と呼ばれるもの

である。従って，この仮説の成立可能性を検討

する場合はある地域に着目して，地域の内外か

ら得た財源を用いてその地域の社会資本を増加

させた場合に本来上昇するはずであった地域の

住民の厚生水準と地代が最終的にどう変化する

かを明らかにしなければならない。これに対し

て，例えば開発利益の還元を実行するために

は，実際に地代の上昇を具体的に予測すること

が必要となる場合が多い。この場合，便宜的に

多くの地区の地代・地価データを用いて社会資

本の整備水準との関連を統計的に定量化するヘ

ドニック回帰などが用いられるので，理論的に

も同一時点で複数の地区の地代が社会資本の整

備水準の差を正確に反映するかどうかを確認し

なければならない。このような立場の違いに

よって，前者を時系列的キャピタリゼーション

仮説と呼び，後者をクロスセクション的キャピ

タリゼーション仮説と呼ぶ4)。

Ⅱ－1－1．時系列的キャピタリゼーション仮

         説5)

  いま，均質な家計が自由に各地域間を移動で

きその効用関数が(1)式で示されるとする6)。

ここで，zは合成財の消費量，ｓは土地の消費
量，Ｋは社会資本への投資量，Ｇ(・)は社会資本

サービスの生産関数を表す。また，合成財を

ニュメレールとする。

  いま，原則として地域の社会資本Ｋは住民が

税制を通じて均等に負担するが，地域外からＴ

の所得移転があるとする。また簡単化のために

家計一人当たりの限界生産力をＹ，当該地域の

面積をＬ，当該地域から外部に流出する地代収

入の割合をα(α∈[ 0，1 ] )という，それぞ

4 )   前者についてはＰｏｌｉｎｓｋｙ　ａｎｄ　Ｓｈａｖｅｌｌ (1976)，Starrett (1981)など多くの研究が行われてきたが，

  Kanemoto(1988)がこのような区別を提案し後者に関する理論的検討を行った。
5)    この項とⅡ－2は，黒田(1993)およびKuroda(1994)に基づいている。
6 )   効用関数は「連続であり，すべてのz＞0，s＞0，Ｇ (・ )＞0において増加しており，その無差別曲線は滑

  らかで厳密に凸である。」という条件を満たすと仮定する。また，以後の分析すべてについて内点解を対象

  として議論を展開する。
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れ定数とする。ここで，定数αは，例えば次の

様に解釈できる。(a)地域内のすべての土地を不

在地主が所有しており，その地代所得の(1－

α)をその地域の自治体(地方政府)が課税に

よって地域の財源に還元している。あるいは(b)

αの割合の土地を不在地主が所有し，残りの

(1－α)の土地をその地域で公共的に所有し

ておりその地代収入を住民に均等に再配分して

いる。

  したがって，任意のＫが与えられたときに，

それぞれの家計が自らの効用を最大化するよう

に居住する地域と，合成財および土地の消費を

同時に決定した結果この地域にＮ人居住したと

すれば，所得と土地の制約条件がb ind ingして

いるので，式(1)と同時に以下の二つの等式が満

たされることとなる7)。

7 )  最大化された間接効用を扱う方法もあるが，ここでは分析の便宜上，直接効用の形式を保持するために，

 制約式のbinding条件と(4)式を(1)式と連立させて，市場において効用最大化が行われている状態を表す。直

 接効用関数と間接効用関数の便宜的な使い分けについては，Cornes(1992)などを参照のこと。

  (6)式での各項の経済学的意味は以下のようで

ある。

左辺第1項:追加的な社会資本整備による最終

的な(ネットの)その地域の住民

の厚生水準の改善(金銭ターム)。

右辺

第1項:追加的な社会資本整備によって地域内

に流入した人口によるネットの社会資

本の費用と不在地主への支払額の負担

への貢献。

第2項:追加的な社会資本整備によって地域内

に流入した人口分の地代の増加。また

は，混雑による土地消費(平均宅地規

模)の減少(＝－ Nrds／ dK )。
第3項:追加的な社会資本整備によって上昇し

た総地代のうち地域外への流失。

第4項:追加的な社会資本整備によるグロスの

地域住民の厚生水準の改善(金銭ター

ム)。

第5項:追加的な社会資本整備の費用。

第6項:追加的な社会資本整備の費用に対する

地域外からの補填。

  追加的な社会資本整備を行った場合，地域の

各変数は(6)式を満たしながら変化する。

  さて，前述の通り，開発利益還元論の理論的

裏付けとしての，厳密な意味でのキャピタリ

ゼーション仮説は「(当初発生するグロスの)

社会資本整備の便益は(最終的な)地代・地価

の上昇と等しい」と再定義できるから，次式の

ように表すことができる。

  ここで， r はこのとき成立するこの地域の市
場地代であり次式を満たしている。

  さて，ここでは追加的な社会資本整備 dK が
このような市場均衡に与える影響を検討したい

ので，(1)式～(3)式を全微分して，(4)式の関係を

用いれば以下の(5)式あるいは(6)式が導かれる。
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と右辺＝0。したがって，左辺が0になるため

には du ＝0とならなければならない。これは一
般にsmall and openとよばれる場合に成立する

条件である。

《特殊ケース2》：地域の人口規模が常に最適

に保たれるとき，開放・小地域( s m a l l  a n d

op en )の仮定が仮説成立の必要十分条件にな

る。

【証明】Ⅱ－2で詳述するように，地域人口が

最適になっている場合，(15)式よりＫ－Ｔ＝

(1－α) r sＮ＝(1－α) rＬまた，追加的整備を
行った場合はdＫ－dＴ＝(1－α)Ｌdrが満たされ
る必要がある。これらの条件を(8)式に代入する

と右辺は0。したがって，左辺が0になるため

にはdu＝0とならなければならない。これは前
ケースと同様にsmal l  and openとよばれる条件

に対応する。ただし，一般に人口移動が自由で

ある場合は財政的外部性( f i sca l  externa l i ty：

あるいは人口移動の外部性)によって，各地域

の人口の最適性は保障されない。したがって，

何らかの人口規制によって人口規模の最適化が

達成される場合には， d u＝ 0は s m a l l  a n d

openではなく，「何らかの理由により追加的な

社会資本整備がネットの効用を変化させないと

き」グロスの便益はすべて地代に帰着すること

になる。これに対し，人口移動の自由を認めつ

ったまたまその地域の人口規模が最適になって

いる場合は，smal l  and openの条件と解釈でき

る９)。

  このようにいくつかの特殊なケースでキャピ

タリゼーション仮説は成立するが，small and

openがそれ自体単独では仮説成立の必要条件

になっていないことに注意する必要がある。し

  さて，(8)式から，この仮説が成立する特殊な

ケースがいくつか存在することがわかる。

《特殊ケース1》8 ) :社会資本がすべて地域外

からの所得移転でファイナンスされ，地域の地

代がすべて地域外に流失するとき，開放・小地

域( sma l l  a nd  op en)の仮定が仮説成立の必要

十分条件になる。

【証明】(8)式でＫ＝Ｔ，dＫ＝dＴ，α＝1とお
く

8 )    このケースは金本 (1983)，Wildas in(1987)などでしばしば仮説の成立例として用いられるもので，坂下

  昇氏(筑波大学)はKuroda(1994)へのコメントのなかで，「Case of Manna」と名付けている。
9)     人口規模の最適化を図る地域間所得移転の理論は本来［small and open」の仮定と整合的でないことに注

  意のこと。

  また，キャピタライズが過大な場合，過小な

場合はそれぞれ

  したがって，キャピタリゼーション仮説が成

立する条件を検討するためには(7)式を(6)式に代

入すればよい。これにより
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り，ここでは例えば地方政府等がＫを最適な水

準に決定するものとすると(5)式から∂u/∂Ｋ
＝0とおいて，

  すなわち，追加的な社会資本整備の限界便益

の地域住民についての総和がその限界費用

(i.e., 1)と等しい場合にＫは最適となる。参考

のために，過小投資と過剰投資の場合をそれぞ

れ(12)式，(13)式に記す。

かし，特殊ケースで挙げた条件の他，(8)式から

推測されるように追加的な社会資本への投資に

対する人口(流入)の弾力性(i.e.,(dＮ/Ｎ)/

(dＫ/Ｋ)に依存していることなどから，一般に

(8)式が完全に満たされる可能性は低く，した

がって同仮説が厳密に成立する可能性は一般に

極めて希であろうと考えられる10)。前述の特殊

ケース1が適用できるのは，例えば宅地開発業

者が比較的規模の小さな開発地域内の地方公共

財を供給する場合で，ほぼその便益は開発業者

の受け取る地代に帰着する。ただし，注意しな

ければならないのは，この仮説が成立したから

といって地方公共財への投資が地代によって回

収できる保証はないということである。すなわ

ち，キャピタリゼーション仮説は便益と地代の

関係について言及したものであって，社会資本

の整備費用と地代との関係に言及するために

は，いわゆる「サミュエルソン条件」を同時に

考慮する必要が生じる。サミュエルソン条件と

は人口固定下の公共財の最適供給の条件であ

  したがって，(7)式と(11)式を観察すれば容易に

わかるように，

という関係が存在するので，地代の増分と社会

資本整備の(限界)費用の大小関係を調べるに

はキャピタリゼーション仮説とサミュエルソン

条件を組み合わせた検討が必要になる。例え

ば，両条件が満たされているときは，

地代の増分＝社会資本整備の(限界)便益

＝社会資本整備の(限界)費用

という関係が成立しているので地代の増分を開

発利益の還元策によって税制等で回収すれば，

その費用を丁度賄うことができる11 )。また，

キャピタリゼーション仮説の成立を近似的にせ

よ前提にできるならば，現状の社会資本整備水

準がサミュエルソン条件から見て低ければ低い

ほど地代の増分が追加投資を上回ることが予想

されるので，地代の増分を相当部分回収できれ

ば十分に社会資本の整備財源を調達できること

となる。

  一般的には，キャピタリゼーションが過大，

1 0 )    2地域の場合に同仮説が成立しないことは坂下 (1987 )によって確かめられている。また，坂下 ( 1 989 )

  は1地域の生産性向上の場合について一般に同仮説が成立しない理由を解説している。
11 )    ただし，特殊ケース1のようなケースではネットの家計の効用水準の改善はないので，地代の増分が丁度

  整備費用に一致しても社会的な厚生改善はなく，そのような追加的整備を行うインセンティブは存在しな

  いことに注意すべきであろう。そのような観点からは，smal l  and openという条件自体，開発利益還元論に

  とってあまり好ましいものとはいえない。
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完全(仮説成立)，過小，社会資整備の水準が過

大，最適，過小の組み合わせになるので，9通

りの可能性がある。実際には，過剰な社会資本

整備のケース（i.e.，(13)式の場合）は政策当局あ

るいは開発業者の判断で排除できるが，(12)式の

場合でもキャピタリゼーションが過小な場合は

当然地代の増分を回収しただけでは追加的な社

会資本整備費用が調達できない可能性は残る。

  さて，公共財への追加的投資が正当化されう

るのはサミュエルソン条件から(12)式の場合であ

り，本来地代との関連は必要ない。しかし，こ

の式の左辺 KGGNu / zu は一般に正確な測定は容

易でなく，特に公園やより一般的なアメニティ

などのように明示的に需要関数を推定すること

が困難な公共財の場合，便益の評価も客観性を

保つのは難しい。したがって，もしキャピタリ

ゼーション仮説が成立しているならば，観察可

能(あるいは比較的予測可能)な地代の増分

Ldr / dK (＝ KGGNu / zu )と追加的費用(i.e.，1)
との比較によって便益と費用を検討できること

となり，費用便益分析に代表されるプロジェク

ト評価の観点からは極めて都合が良い。また同

様に，予想される地代の増分を便益の代理指標

として用いることにより社会資本整備の効率化

を図るべきであると主張されることもあるが，

そのためには比較対象とする(施行地域も異な

る)プロジェクトすべてについてキャピタリ

ゼーション仮説の成立を前提としなければなら

ないことを忘れてはならない。

宜的にせよ，ある地域における追加的な社会資

本整備が地代に及ぼす影響を実際に予測するた

めには，他の多くの地域のデータを用いて社会

資本整備水準と地代・地価の相関関係を表現し

たヘドニック地価関数などを援用することとな

る。この場合は，時系列的キャピタリゼーショ

ン仮説とは異なり，同一時点における各地域の

地代が社会資本整備水準の差を正確に反映する

ものでなければならない。この条件が満たされ

ることを，クロスセクション的キャピタリゼー

ション仮説と呼ぶ。

  Ｋａｎｅｍｏｔｏ(1988)は人口移動の自由な2地

域で社会資本の整備水準13)が異なる状態(した

がって，一般に整備水準の高い地域の地代がよ

り高い)から出発し，全家計への均等な課税に

よる財源を用いて，事前においてより高い側に

両地域の整備水準を揃えた場合（したがって，

事後では両地域の地代が等しくなる）に次式が

成立することを示した。

ただし，ここで

Ｂ：ヘドニック・アプローチにより予測さ

 れる便益。すなわち，[事前の2地域

 の地代の差]と[改善された地域の面

 積]の積

Ｃ：事前の価格で計った改善の費用

ＥＶ：改善による等価変分

Ⅱ－1－2．クロスセクション的キャピタリ

    ゼーション仮説12)

  前述のように，時系列的キャピタリゼーショ

ン仮説の場合は特殊なケースを除き厳密な成立

は一般に保証されず，またキャピタリゼーショ

ンが過小か過大かという「誤差」の方向性につ

いても一般的には特定できない。したがって便

  つまり，クロスセクション的キャピタリゼー

ション仮説を前提としたヘドニック・アプロー

チによる純便益の推計値は等価変分の上限を与

えることになる。また，極限を取ることによ

り，改善の効果が極めて小さい場合や改善され

る地域の面積が他の地域の面積に比べて極めて

小さい場合などには，(14)式は等式となることが

12)   この項はKanemoto(1988)および金本(1992)に基づいている。
13 )    原論文ではアメニティとして家計の効用関数に入っているが，ここでは社会資本の整備水準と解釈してい

  る。
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示された。

  もちろん，上記の設定条件以外にも地代収入

などが居住地域に関係なく均等に配分されるな

どの仮定があり14)，この定理がどの程度の一般

性を持つかはまだ必ずしも明かではないが，あ

る条件下ではヘドニック・アプローチに基づい

た評価により真の純便益の範囲を上限から特定

できることは，実用上極めて有効な成果と考え

られる。

Ⅱ－1－3．2つのキャピタリゼーション仮説

とその適用可能性

  Ⅱ－1－ 1とⅡ－1－2で時系列的およびク

ロスセクション的キャピタリゼーション仮説の

それぞれについて，特殊な条件下では成立する

ものの，このような単純なモデルにおいても一

般的には厳密な成立は保証されないことを示し

た。さらに実際上はキャピタリゼーション仮説

の成立を妨げる以下のような要因がある。

  第一に，両項では家計が均質であることを仮

定しているが，Tiebout(1956)が想定するよう

に均質な家計がそれぞれ都市やコミュニティを

構成する場合と異なり，現実には様々な選好や

所得水準を持つ異質な家計が同じ地域内に居住

することを前提とすれば，付け値地代の上方包

絡線である市場地代は一般に便益を過大に反映

してしまうことが知られている。

  第二に，本稿で考えているような公共部門に

よる環境改善だけでなく，民間部門の活動も周

辺に様々な空間的外部性をもたらしており，そ

の一部が地代に帰着することも多い。例えば，

大規模なショッピングセンターができれば周辺

の地代は上がるし，騒音を出す工場が立地すれ

ば周辺の地代は下がる。

  これらを総合的に勘案すれば，一般的に，実

際の市場地代はたとえある社会資本整備の前後

で比較してもその社会資本自体の便益を正確に

反映しているわけでは決してない。しかし，開

発利益還元の必要性自体は，いままで検討して

きたような便益の地代への反映の程度に関する

議論とは別のところにあると思われる。つま

り，地代への帰着が完全でないとしても，公共

の資源を投入した結果地代への帰着を通して特

定の人に利益をもたらす場合は，それが当初の

計画に繰り込まれ承認されたものでない限り，

予定外の所得再分配効果を経済に与えることに

なる。したがって，地代へ帰着した部分に関し

ては，その多少あるいは過大・過小に関わらず

基本的に補正されるべきであろう。

  また，開発利益の議論は一般に直接改善の

あった地域を問題にしているが，たとえその社

会資本自体にスピルオーバー効果がないとして

も，人口移動のメカニズムを通して他の地域に

も影響を与えることを忘れてはならない。例え

ばある地域が社会資本整備などにより正の開発

利益を享受するということは(潜在的にせよ)

他の地域からの人口の流入が前提となっている。

これを逆の立場で見れば，他の地域においては

人口の流出につながっているので，他地域の地

代の低下を引き起こし負の開発利益をもたらす

要因になっている。たとえば，東京の社会資本

が整備され住みやすくなればさらに東京の人口

は増え地代も上昇するが，人口の流出した地方

部の地代は低下しその土地所有者に負の開発利

益を与えることとなる。もし，整備された地域

の正の開発利益に比べて，負の開発利益の方が

浅く広範囲に渡れば現実にはあまり目立たない。

しかし，もともと人口集中の傾向のある大都市

の抜本的整備を行えば，流出地域の負の開発利

益の補填も大きな社会的課題となるに違いない。

  次に，社会資本整備のための財源調達手段と

しての開発利益の還元という観点から考える

と，Ⅱ－1－1で明らかにしたように，キャピ

タリゼーション仮説的な便益の地代への帰着度

合いとサミュエルソン条件的評価に基づく現行

の整備水準との組合せが重要である。一般には

14)  したがって，課税の方法などと併せて人口の自由移動に伴う外部性(財政的外部性)はなく， 2地域への
  人口配分は常に最適になっている。
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便益の地代への帰着度合いに比べると，サミュ

エルソン条件による現行の社会資本整備水準の

評価の方がアンケート調査や種々の一般的整備

目標との比較などから間接的に推定が容易であ

ると思われる15 )。したがって，財源を完全に調

達可能かどうかはともかく，基本的にはサミュ

エルソン条件的に見て不満足な地域あるいは種

目の社会資本を優先的に整備していくことが，

Ⅲで述べるような方法で実際に開発利益を還元

していく上でも，結果的により財源を充足する

可能性が高いといえよう。

  また，開発利益還元の具体的手法と関連し

て，費用負担額の決定等のために地代・地価の

増価程度を具体的に事前予測する必要がある場

合は，前述のように地価関数などを用いること

となるが，どのような手法を用いてもある程度

の誤差は生じるので，可能であれば複数の手法

の併用や実現した事後の地代による精算手続き

なども考慮する必要がある。

Ⅱ－2．ヘンリー・ジョージ定理とその適

用可能性

  さて，Ⅱ－1では家計が効用最大化を図るた

めに居住する地域を自由に移動できることを前

提としてきた。このため，特にⅡ－1－1時系

列的キャピタリゼーション仮説の項のモデルで

はこの自由な移動の結果，当該地域の人口Ｎが

最適になることは保障されていない。最適な人

口の条件は(5)式から∂u/∂Ｎ＝0とおいて，

  つまり，人口が最適であるとき，社会資本整

備のコストのうち当該地域自身で負担している

額が地域内にとどまる地代収入と等しくな

る16)。あるいは，変形して

15)   前述のように(12)式の左辺，つまり新規の社会資本整備の限界便益自体の正確な推定は決して容易ではない

  が，現在の整備水準がサミュエルソン条件的に過大か過小かについてはこのような方法で比較的推測可能

  と考えられる。
16)  もし，Ｋ＜Ｔであれば最適な人口は1になってしまうので，ここではＫ＞Ｔと仮定する。
17)  例えば，Fujita(1989，5.6)はこのような場合に同定理が成立することを示している。

とすると，社会資本の実質負担額と不在地主へ

の支払額の和が地域の総地代と等しくなると解

釈できる。

  この結果は都市・地域経済学において一般に

ヘンリー・ジョージ定理として知られているも

ので，結果として社会資本の整備費用と地代の

関連を示しているため，従来，開発利益還元論

をサポートする理論として取り上げられること

も多い。

  しかし，開発理論還元論の多くが「社会資本

の便益が最終的に地代に帰着する」ことを想定

しているのに対し，ヘンリー・ジョージ定理を

導出する過程で，(5)式中の便益を表す項 KGGNu
/ zu が全く関与していないことに着目するなら

ば，前述のキャピタリゼーション仮説とは全く

異なる性質を持つ定理であることがわかる。換

言すればヘンリー・ジョージ定理は，社会資本

の便益と費用の関係を捉えたサミュエルソン条

件と相互独立に(5)式から導かれるわけであり，

社会資本が効用関数(あるいは生産関数)を通

して及ぼす便益とは無関係に成立する。例え

ば，全く便益を与えない都市形成の固定費用と

してＫが必要な場合も同様に(15)式が導かれ

る17)。つまり，地域内に人口に関して規模の経

済(収穫逓増:この場合固定費用に関する平均

費用逓減)と規模の不経済(収穫逓減:この場

合平均宅地規模の減少)の両面が存在すると

き，それぞれの限界的効果が等しくなる点で人

口規模が最適になるという論理がこの定理に他

ならない。
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  また，地域外からの所得移転Ｔが地代への影

響から差し引かれていることも注意すべき点で

ある18)。つまり「一般的な租税収入を財源にし

た公共投資によりある特定の地域の地代が上昇

する」といった公平性の問題に対してはこの定

理は無力である。したがって，基本的に便益の

地代への帰着を前提とした開発利益還元論につ

いてはヘンリー・ジョージ定理を適用すべきで

はない。

  ただし，何らかの理由や方法により地域の人

口が最適化される場合は，しばしば開発利益還

元論で例示されるいくつかの具体的ケースに適

用できる可能性がある。例えば，ディベロッ

パーが住宅地(ニュータウン)を開発する場合

はその地区の人口を最適規模にコントロールで

きるので地区内の社会資本を始めとする整備費

用はすべて地代で回収できることになる19)。こ

の事例は地方自治体の宅地開発指導要綱による

開発者負担の制度に適用できるが，要綱で指定

された公園・道路などの社会資本の整備水準が

最適か過大・過小であるかには無関係であるこ

と(つまり，サミュエルソンの条件とは基本的

に独立であること)，また，要綱が適用されな

い他の住宅地との負担の公平性の問題は依然と

して残ることに注意すべきである。

  また，利用者数に対して平均費用逓減型の技

術を有する典型例であるバス，鉄道などの公共

交通機関と沿線の地代の関係にも適用可能であ

ろう。この場合は，交通事業者が交通サービス

の提供に当たっては限界費用価格形成を行い，

それによって生じる赤字を沿線の地代を回収す

ることで補填することにより，現行の平均費用

価格形成型の運営に比べて社会的厚生を改善で

きることが理論的には導ける。したがって，例

えば私鉄による自社路線沿線の宅地開発事業は

望ましいということとなる。ただし，この場合

も同じ都市圏において交通事業者間で十分競争

が行われること，自社路線の利用者の地代を完

全に吸収できることなどの条件を満たす必要が

ある。現実には，交通事業者が宅地開発部門の

会計を分離したり，他のディベロッパーが自社

の沿線へ参入することを規制することが困難で

あるなどの障害がある。

Ⅲ.開発利益還元の政策手段とその問題点

  開発利益の還元を実施する具体的な手法は，

(1)内部化，(2)直接的徴収，(3)間接的徴収の3通

りに大きく分類できる。ここでは，それぞれの

カテゴリーに入る具体的手法とその問題点をま

とめる。

(1)  内部化

  社会資本の整備主体，都市計画事業や交通事

業の事業主体などによる土地の先行取得による

開発利益の内部化は最も直接的な還元手法であ

ろう。例えば，土地区画整理事業や都市再開発

事業においても地区内の社会資本整備などの事

業費を捻出するために可能な限り先行取得が行

われることが多い。また，前述のように鉄道事

業者は沿線に先行的に取得した土地を用いた宅

地開発を行っている。

  ただし，多くの場合，事業の影響範囲の土地

を完全に先行取得することは困難であり，土地

18)  αを固定して考えると，地域間所得移転等の政策によって各地域の人口が最適になっている場合，日本の
  3大都市圏のようにＴ＜0の地域は社会資本の整備水準に比べて相対的に地代が高く，Ｔ＞0の地方部は相
  対的に地代が安いという結果がこの定理から容易に導ける。
19)  この場合は同様なディベロッパー間の十分な競争が同定理成立の前提条件となる。
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区画整理事業などでも地域の居住者の減歩を抑

制したり整理後の宅地の配置(換地)をスムー

ズに調整するためのバッファとして補完的に利

用されている。また，鉄道沿線などでは当初の

開発時点ではかなりの先行取得が可能であって

も，開業後の複々線化などによるサービス改善

の時点ではすでに沿線の市街化が進行してい

て，このような内部化の手法は次第に困難にな

る。

  この方法の最大の問題点は，土地を先行取得

する時点で事業や新たな社会資本整備の情報が

流布してしまえば，いわゆる「アナウンス効

果」によって地代・地価がすでにそのような改

善(の便益)を織り込んだ値になってしまうこ

とである。したがって，実際にはすべての影響

範囲の土地を先買いできたとしても，地価を事

前の水準に固定できない限り完全な内部化は困

難である。このため，この方法を用いる場合は

一種の「インサイダー情報」に多大な価値が発

生することが多い。わが国でも過去において一

部の政治家などがインサイダー情報を悪用した

事例があり，開発利益に関する国民の不公平感

を増幅する結果をもたらした。このような問題

を防ぐためには情報の慎重な管理とともに情報

へのアクセスを国民に均等に保証する必要があ

ろう。

  また，大規模な用地を先行取得すれば，事業

主体が少なくとも空間的に独占的な地位を得て

しまうことになる。このため，十分な競争が保

証されない限り超過利潤の発生が当然予想され

る。したがって，このような事業に対しては一

般の自然独占に準じた規制や内部化の措置が別

途検討されねばならない。この問題に対する一

つの解決策は，大規模な地区の大まかな基盤整

備(粗造成など)は自治体などの公的主体が行

い，実際の利用や最終的な整備は入札制度を用

いて民間企業に任せることにより，余剰が存在

したとしても公的部門で吸収する方法である。

(2)  直接的徴収

  宅地開発指導要綱に見られる開発者負担や，

新駅の建設に伴う地元負担金など，具体的な

個々の開発や社会資本整備に直接結びつけて，

最終的に便益の帰着すると予想される主体に負

担を求める方法である。わが国では，土地区画

整理事業における減歩を始め，都市再開発の

際，容積率の緩和と引き換えに建築物のセット

バックなどにより実質的な公共的空間の提供を

求める方法も取られている。また，国道や空港

建設のように便益が極めて広範囲に及ぶ場合

は，自治体や経済団体による地元負担金の拠出

が一般的となっている。また，米国などでは当

該地域の売上税や事業所税を一定期間割り増し

て事業費に繰り入れた事例がある。さらに，便

益の及ぶ範囲を限定した上でその地域の居住者

に賦課金を義務づけた例もある。

  ただし，どの国においても，このような直接

的な負担金の徴収・課税は必ずしも定着した制

度とはなっていない場合が多く，ケース・バイ

・ケースあるいは「ad  hoc」であると言える。

おそらくその最大の理由は最終的な便益の帰着

・帰属先について科学的あるいは精度の高い客

観的予測が困難なことであり，前述のような理

論的根拠の薄弱さに起因していると考えられる。

このため，負担(あるいは負担額)の正当性・

根拠を巡っては常に「利益集団」の間でコンフ

リクトが生じることとなる。したがって，実際

の負担額の決定は実質的に「交渉の問題(b a r -

ga in ing  prob lem)」となり，場合によっては司

法の判断に委ねられるケースもある。この中で

は，ロサンジェルスの地下鉄建設に対する賦課

金を巡る裁判が良く知られているが，このよう

な事例は直接的徴収の持つ制度的限界を明示し

ていると思われる。

(3)  間接的徴収

  上述のように特定の事業に直接関連づけた還

元ではなく，最終的に地代に帰着した便益を税

制によって回収する方法をここでは間接的徴収

と呼ぶことにする。この場合も，ある期間内に

整備された特定の社会資本の便益の帰着分の回

収に目的を限定すれば，いわゆる増価税とし
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て，顕在化の如何を問わずキャピタルゲインに

対して課税することが望ましいが，実際的には

固定資産税(土地部分)によって様々な他の行

政サービスの便益も含めて回収する方法が取ら

れることが多い。類似の税としては都市計画税

があるが，これは固定資産税と異なり，都市計

画事業の財源として用途が特定されている。一

般的には，用途が特定化されていない方が財政

上の自由度を確保する上で都合が良いが，逆に

固定資産税の税収と自治体の提供する社会資本

等のサービスの関連が認識されにくいという問

題がある。特に，自治体などが交通，上・下水

道などの現業部門を営んでいる場合，料金によ

る直接的なサービスの対価の回収に傾斜しがち

であり，固定資産税の税収の内部化が明確には

考慮されないことが多い20)。つまり，都市や地

域の経営的な立場に立てば，自治体内部でも社

会資本の整備や他の行政サービスはもとより，

現業部門のサービスが地代に及ぼす影響を財政

面で「内部化」する必要があると思われる。

  実際には固定資産税は市町村税であるので，

社会資本整備の事業主体が国や都道府県の場合

などは，課税主体と事業主体が分離してしまう。

この場合は，上述のような「内部化」は厳密な

意味では困難であるが，そのような事業の誘致

・受け入れに関しては市町村の立場から基本的

に同様な経営的考慮がなされるべきであろう。

また，国などの事業はそれ自体，地域間所得移

転や人口の適正配置を副次的な目的とする場合

が多いが，地区外への地代の流失が存在する限

りその効果が減ずることとなるので，当初期待

されていた効果をもたらすためにも間接的徴収

は重要である。

  また，前述のように他の地域の社会資本整備

による人口流失に起因する負の開発利益や，民

間セクター同士の正・負の外部性も固定資産税

などの間接的徴収によって一括して調整される。

  ただし，しばしば指摘されるようにわが国で

は固定資産税の実効税率が低いため，実質的に

開発利益の回収になっていない場合が多いと思

われる。米国などでは逆に，property taxの税

率が高いことに対して住民の不満が高まり社会

問題化した例があるが，わが国の場合当面は実

効税率の確保が開発利益還元の立場から主張さ

れるべきであろう21)。

  さらに，この手法を単純に適用した場合の問

題は，事業の財源が必要時には手当できず，後

年徐々にしか回収できない点にある。この問題

を解決するためには，将来の税収を担保とし

て，地方債などを先行的に発行するTI F（ t a x

increment f inancing）があり，米国などでは既

に実例がある。しかし，現在のところわが国に

おいてはこのような起債は制度的に認められて

おらず，今後早急に導入を検討する必要がある

と考えられる。

  またわが国の場合，都市・地域の経営が順調

であると，逆に地方交付税の交付基準がマイナ

スのインセンティブを与える可能性があること

も，結果的には自治体の経営的感覚を鈍らせ，

開発利益還元の推進に対する間接的障害となっ

ていると考えられ，今後の制度的改善が望まれ

る。

20 )   前述のようにこれらは平均費用逓減の技術的特性を持った分野が多く，独立採算では平均費用価格形成に

  なりがちである。
2 1 )   このような税制を議論するに当たっては，固定資産税等の中立性をさらに検討しなければならない。この

  点については，目良ほか(1992)や岩田ほか(1993)を参照されたい。
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Ⅳ.まとめと今後の課題

  本稿では，近年わが国で主張されることの多

い開発利益の還元・吸収について現段階におけ

る理論的研究および実際の施策・手法の状況と

それぞれの問題点を経済学的立場からまとめ

た22)。まず，理論的な検討では最も問題視され

ることの多い開発に伴う地代の上昇についての

経済学的根拠である時系列およびクロスセク

ションのキャピタリゼーション仮説について概

観し，特殊な場合を除いて厳密な意味で両仮説

が成立する可能性が極めて少ないことを確認し

た。また，しばしば還元論の最大の根拠として

紹介されるヘンリー・ジョージ定理の適用可能

範囲が実際は極めて限定されたものであること

を説明した。もちろん，これらの理論的アプ

ローチは今後ともさらに再検討を重ねていく必

要があるが，おそらく上述のような仮説の成立

する範囲がこれ以上拡大する可能性はあまりな

いのではないかと思われる。したがって，研究

上の課題はヘドニック的手法を始めとする地価

関数など，具体的に地代の増分・変化を予測す

る手法を，具体的な社会資本整備がもたらした

地代の変化等のデータを数多く蓄積していくこ

とにより，多少なりとも事前におけるプロジェ

クト評価の際に，単なる費用便益分析だけでは

なく財源調達等の検討資料として実用に耐えら

れるものにしていくことにあろう。

  次に，具体的な開発利益還元手法について

は，大きく「内部化」,「直接的徴収」,「間接的

徴収」に類型化して検討したが，どの類型にも

既に実施されているいくつかの手法がある。ま

た，各類型にはそれぞれ実施上の隘路があり，

単独の手法で開発利益還元を完全に遂行するこ

とはほとんど困難と思われる。したがって，実

際の社会資本整備の事業形態・規模，あるいは

対象地域の特性に応じて，各類型に属する手法

を適宜組み合わせて実施する以外ないが，既存

の手法を用いる場合も開発利益還元という統一

した目的を明示することにより，系統だった適

用を図ることが容易になると思われる。

  特に，「直接的徴収」については居住者等の

自発的拠出意志が期待できる場合以外は，科学

的な影響予測の限界から十分な説得力を有する

ことが困難であり，諸外国で「ad hoc」に採用

された手法をそのまま導入しても，成功する可

能性はあまり期待できない。むしろ，わが国に

おいては，これまで実効税率の問題などからあ

まり活用されていない固定資産税等の土地保有

税など「間接的徴収」による開発利益還元が現

実的な課題であると考えられる。その場合，早

急に検討しなければならない問題はTIFなど，

整備資金の先取りを可能とする財政的制度の創

出である。

  基本的には，自治体などの公共サービスの提

供主体が都市・地域の運営に当たってより経営

的努力を払うインセンティブを制度的に担保し

ていくことが望まれており，開発利益の還元問

題もその一環として位置づけることができる。

したがって，地方交付税の配分方式や民間の公

共サービスの提供主体に対する補助方式など，

関連して再検討すべき課題と考えられる。

22)  法学的立場からのアプローチについては，開発利益社会還元問題研究会(1993)などを参照されたい。
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